
構造改革特別区域計画

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称

大分県宇佐郡安心院町

２ 構造改革特別区域の名称

「安心の里」農業特区

３ 構造改革特別区域の範囲

大分県宇佐郡安心院町の全域

４ 構造改革特別区域の特性

安心院町は、大分県の中北部に位置し、北は宇佐市、南は別府市に接しており東西

１２ｋｍ、南北１８．５ｋｍに広がっており、面積１４７．１７ｋ㎡の内約７割は山

林で占められている。

町は、緑豊かな山々に囲まれた盆地であり、歴史的文化遺産と豊富な観光資源に恵

まれ、また肥沃な農地では米麦、ぶどうを中心とした農業が営まれ農業と観光を中心

としたまちづくりが進められてきた。

安心院町では町の将来像を「ささえあうまち 「ゆとりあるまち 「やすらぎの」、 」、

まち」にさだめ、この実現のために「安心の里づくり」を基本理念として町が町民に

も訪れる人にも「安心の里」と実感できるようなまちづくりを進めている。

町の基幹産業は農業であり、米、果樹（ぶどう 、畜産、さらに近年ではいちご、）

花卉の施設園芸作物が作付けされている。特に昭和４６年に国営駅館川地区農用地開

、 。発事業で造成された西日本一のぶどう団地は 本町農業の基盤確立に大きく寄与した

（１）遊休農地の発生状況

安心院町における遊休農地の発生状況は、農業者の高齢化や担い手不足等により

近年益々増加する傾向にある。平成１２年の耕作放棄面積は１８，４３２ａで平成

７年に比べ２，９０８ａ増加している。今後、更に担い手の減少に伴い遊休荒廃化

が進むものと考えられる。

遊休荒廃農地の増加は、雑草の繁茂、病虫害の発生並びに有害鳥獣の温床となり

近隣農地への悪影響など様々な問題を巻き起こしている。このようなことから、そ

の発生防止と解消・有効活用は緊急の課題となっている。



（２）農業従事者の高齢化

本町基幹的農業従事者のうち６５歳以上の割合（平成１２年度末現在）が５６．

１％となっていることから、今後、農業従事者のリタイアに伴い、遊休荒廃農地が

増加していくものと予想される。

（３）新規就農者の確保

、 、遊休荒廃農地の増加に伴い 安心院町では担い手となりうる農業者の確保のため

平成２年より町外からの新規就農者の募集を行い現在（平成１４年度末）２３戸の

農業者が誕生している。

（４）都市農村交流の推進

安心院町では農業・農村を守ることを基本に、都市との交流による農村全体の自

立を目指すグリーンツーリズムの推進を図っている。平成４年民間によるアグリツ

ーリズム研究会の発足以来、平成９年町議会での「グリーンツーリズム取り組み宣

言」議決、また官民共同の安心院町グリーンツーリズム推進協議会が設立された。

平成１３年には町役場内に全国初のグリーンツーリズム推進係を設置し専任による

推進体制を強化している。活動内容は、会員制農村民泊の実施、中高生による体験

学習の受入れ、環境・美化に関する活動等を行っている。特に会員制農村民泊にお

いては、安心院方式と呼ばれ平成１４年大分県により旅館業法、食品衛生法上の基

準が緩和された。平成１４年度において都市からの農村民泊に訪れた人数は２５０

０人を超え、また、体験学習並びに修学旅行として受け入れた中高生は５校、３０

０人に上る。本年度もすでに、６校、５００人を受け入れている。

都市と農村双方の感動産業として、また、産業・環境・教育に関わるまちづくり

手段として今後より一層の推進を図っていく。

また、ぶどうのオーナー園を設置し、ぶどうの袋かけやもぎ取り作業等の体験を

通じて交流を深めている。平成１５年度オーナーの人数は６７名となっている。

５ 構造改革特別区域の意義

本町の農用地面積は２，１４３ｈａであるが、農業従事者の高齢化や担い手不足に

より遊休荒廃農地の増加が見込まれる。当該地域において、構造改革特別区域法第１

６条の特例措置の適用により、農業生産法人以外の法人が農業に参入し農業経営を行

うことは、新たな担い手の確保につながり、遊休荒廃農地の有効活用につながり意義

あるものと考える。また、農地の取得に際する下限面積の緩和は新規就農者の確保を

図る上で大きな成果が期待できる。

このような事業の成果は、遊休農地解消はもとより、農地の有効利用が図られるこ

とにより多彩な農業生産活動が可能となるだけでなく、農村の持つ貴重な地域資源を

守ることにより都市農村の交流が活発となり安心院町の農業及び商工業の活性化を図

る上で意義あるものと考える。



６ 構造改革特別区域計画の目標

特区区域内において農業生産法人以外の法人が農業参入することにより、高齢化、

担い手不足が進む中での遊休荒廃農地の解消が図られ、農業外からの新たな担い手の

確保を行うことにより本町の農業振興と農村の活性化を図ることを目標とする。

また、遊休荒廃農地の有効利用は、中山間農業地帯における農村の自然風景を取り

戻すとともにその保全を図ることはグリーンツーリズムやぶどうオーナー園等の都市

と農村の交流を深める上で貴重な資源となる。

交流人口が増加することにより農産物直売所での本町産農産物の購入や消費を増や

すとで本町農業、農村の活性化を図る。

特定事業については、将来的には３社の参入を目指し、遊休農地の貸付面積は５年

間で１０ｈａを目標とし、下限面積要件の緩和により、新規就農者の受入を５年間で

１０人を目標に受け入れ、３ｈａの農地取得を進める。

これにより、５年間で合計１０ｈａ＋３ｈａ＝１３ｈａの遊休農地の有効活用を図

る。

このようなことにより、安心院町が町民にもまた訪れる人にも「安心の里」と実感

出来るようなまちづくりを進めていく。

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果

（１）新たな担い手創出効果

株式会社等、農業生産法人以外の法人による農業への参入を認めることは、担い

手の減少が続いている中で、農業外から新たな担い手の確保が図られ、遊休荒廃農

地の有効利用や防止が可能となる。また、雇用の促進が図られるとともに地域農業

の活性化が推進される。

これに伴う農業生産額の増加は、５年後には１０ａ当たり３００万円、全体で３

億円、また雇用により１人２００万円、３０人で６，０００万円の収入増が見込ま

れる。

区 分 現 在 目標（５年後）

法 人 数 ０ ３法人

遊休農地解消面積 ０ １０ｈａ

雇 用 の 増 大 － ３０人

（２）新規就農者の確保

農業生産体験を通じて農業への理解を深めることにより、遊休農地を利用した新

規就農者の確保が図られる。

年 度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度

新規就農者受入予定人数 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人



（３）農地の多面的機能の維持等

農業生産法人以外の法人による農業への参入や新規就農者の確保は、雑草や雑木

の繁茂による病害虫の発生や鳥獣害の温床となっている遊休荒廃農地の解消につな

がり、保水など農地の持つさまざまな機能を確保し、洪水や土砂崩れなどの災害の

発生を抑制する。

（４）グリーンツーリズム等による都市農村交流の推進

グリーンツーリズムやぶどうオーナー園等による農業生産体験を通じて都市農村

の交流人口の増大を図ることで、農業への理解を深め、ふれあい市場等の地域農産

物直売所の販売拡大が期待できる。

区 分 現 在 目 標（５年後）

交流人口 農泊者 ２，５００人 ５，０００人（ ）

農産物直売所販売高 ２５，０００万円 ５０，０００万円

８ 特定事業の名称

① 地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への

貸付け事業（１００１）

② 農地の権利取得後の下限面積要件の特例設定基準の弾力化による農地の利用増進

事業（１００６）

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関連する

事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項

① 新規就農者確保対策事業

東京・大阪・福岡での新規就農相談会への参加による募集活動を行う。

年間確保目標２名

② グリーンツーリズム推進事業

都市農村の交流を図るため農村民泊や体験学習の受入れを行う。

年間農泊者５年後５，０００人目標

③ ぶどうオーナー園設置事業

ぶどうオーナーを募集し、農作業の体験を通じて交流を図る。

平成１６年度オーナー目標人数 ８０人

④ 園芸産地改革促進生産対策事業（県単）

園芸産地の生産性の向上や担い手の育成を図るため、遊休農地を利用した園地

再整備や植栽を行う。



⑤ 農地保有合理化促進事業

新規就農者の経営定着を円滑にするため、農地保有合理化法人が取得した農地

において農業技術等の実地研修を行い、農業技術の習得を見極めた上で売り渡す

ことで、就農希望者の初期の負担を軽減する。



（別紙）

１ 特定事業の名称

１００１

地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への貸

付け事業

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者

安心院内の農地を借り受けて農業に参入する農業生産法人以外の法人

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日

構造改革特別区域計画の認定日以降

４ 特定事業の内容

構造改革特別区域計画の認定日以降、町が遊休農地を農地所有者から借受け、特

定事業の実施により耕作等の事業を行う株式会社等へ貸付けるとともに、町と株式

会社等が構造改革特別区域法第１６条第２項第２号により協定を締結し、事業の適

正な実施を行う。

当初は （株）ファインド・ニューズが特定事業により、遊休農地を活用した農、

業生産を行う。

○ 当初参入予定法人：株式会社ファインド・ニューズ

○ 事業区域：安心院町の全域

○ 事業開始：平成１６年５月上旬

○ 認定日以降のスケジュール

・賃貸借契約に伴う賃借料の予算化（平成１６年３月）

・賃貸借契約の締結（土地所有者、安心院町 （４月上旬））

・賃貸借契約の締結及び協定書の締結（安心院町、株式会社）

○ 株式会社が行う農業の内容及び実施方法

当初参入予定である株式会社ファイド・ニューズは、ハーブの加工、販売を行って

いる。原材料となるハーブ等については現在、農家に委託生産し調達をしている。

今後、会社では、町内の農家への委託生産と併せ自社農園を整備し、品種の研究改

良と併せ、計画的な生産を進め、安定した調達供給とコスト低減を図る。



５ 当該規制の特例措置の内容

安心院町では遊休荒廃農地の増加が深刻な状況であり、農業生産法人以外の法人に

よる農業の参入は、遊休荒廃農地の解消と農地の多面的機能の維持等を図り、本町農

業の維持、発展を推進する上で有効と考える。

本町の遊休荒廃地面積は平成７年には１５，５２４ａであったが、平成１２年には

１８，４３２ａと約１２％増加している。

また、基幹的農業従事者のうち６５歳以上の割合は、平成７年には４０．７％であ

ったが、平成１２年には５６．１％と高齢化が進んでいる。

遊休農地の増加は深刻な状況であり、なおまた、担い手の減少も懸念されている。

このような事から、当該規制の特例措置を受けようとする株式会社ファインド・ニュ

ーズが農業に参入し、遊休農地の有効活用を図ることは、農地の多面的機能の維持や

地域農業の活性化が期待されることから、当該特例措置の適用が是非必要である。

また、今後５年間に３社の特定法人を受け入れることを目標とし、これによって

１０ｈａの遊休農地の解消が期待できる。

区 域 経営耕地面積 Ａ 耕作放棄地面積 Ｂ （Ｂ） （Ａ）×１００センサス （ ） （ ） ／

（遊休農地） （％）

特区内 １８４６．９０ｈａ １５５．２４ｈａ ８．４１９９５

特区内 １６３０．２３ｈａ １８４．３２ｈａ １１．３２０００

区 域 基幹的農業従事者数 基幹的農業従事者数 （Ｂ） （Ａ）×１００センサス ／

（Ａ） （６５歳以上 （Ｂ））

特区内 １，０４５人 ４２６人 ４０．７１９９５

特区内 ９９８人 ５６０人 ５６．１２０００



（別紙）

１ 特定事業の名称

１００６

農地の権利取得後の下限面積要件の特例設定基準の弾力化による農地の利用増進事

業

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者

安心院町中山地区内の農地等の権利を取得する者

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日

構造改革特別区域計画の認定日以降

４ 特定事業の内容

中山地区は、米とぶどうを中心作物とする農業地区である。近年農業従事者の高齢

化や担い手不足により遊休農地の増加が進んでいる。このため、新規就農希望者を受

け入れることにより、農地の有効活用や地域活性化を進めるため、構造改革特別区域

と設定して農地の取得に際する下限面積の設定を行う。

〇 事業区域：安心院町中山地区

５ 当該規制の特例措置の内容

（１）中山地区における経営耕作地面積と耕作放棄地面積（遊休農地 、基幹的農業従）

事者数は次のとおりです。

センサス 区 域 経営耕地面積 (Ａ) 耕作放棄地面積（Ｂ） （Ｂ） （Ａ）×１００／

（遊休農地） （ ％ ）

うち 田 うち樹園地 うち 田 うち樹園地

１９９５ 特区内 ６１０１ａ ３６９９ａ ２３４２ａ １０１４ａ ４０４ａ ５５３ａ １６．６

２０００ 特区内 ５５１９ａ ３３０９ａ ２１６８ａ ９４９ａ ３３３ａ ５５９ａ １７．２

センサス 区 域 基幹的農業従事者数（Ａ） 基幹的農業従事者数（Ｂ） (Ｂ) （Ａ）×１００／

（６５歳以上）

１９９５ 特区内 ８３人 ３４人 ４０．９

２０００ 特区内 ６７人 ３７人 ５５．２

経営耕作面積の内、水田については近年基盤整備が行われた結果、全体の面積が減少

した。樹園地については、植林等による面積の減少とともに耕作放棄地が増加傾向にあ

。 、 。る また 基幹的農業農業従事者の減少とともに６５歳以上人数は年々増加傾向にある



、 「 」このため 特別区域が 遊休農地や効率的利用を図る必要がある農地が相当程度ある

と判断した。

（２）安心院町は大分県の北部に位置する中山間農業地域であり、中山地区は町の南西

地域にあり水稲とぶどうを主体とした複合経営（水稲作付農家３５戸の内２８戸）

が中心の農業経営を行っている。当該地区の樹園地は過去パイロット事業（昭和４

０年代）により山林原野を造成した土地で、労働力の配分を考慮したぶどう（４品

種）の植栽が行われた。一戸当たり平均面積は８０ａとなっている。農地造成は、

傾斜角１５゜までを山成工、１５°以上を階段工で行われた。

しかし、当初は団地ごとに品種を統一し植栽したために保有園地が散在した。

このため高齢化等による労働力の低下によって条件の悪い園地から耕作放棄が行わ

れ遊休化されている状況である。

また、今後担い手となりうる新規就農者を受け入れる場合５０ａの農地では初期

投資が多くなり、技術も未熟なため経営的に不安がある。また、１０ａの農地では

ぶどう等による農家経営は困難であり、安定的な農業経営を行う上では少なくとも

３０ａの農地が必要である。

このため、本特別区域の下限面積を３０ａに設定し、今後５年間に１０人の新規

就農者を受け入れることを目標に推進する。

これによって３ｈａの遊休農地の解消が期待でき、地域活性化が図られる。

現状面積 設定面積

５０ａ ３０ａ

〇適用区域内の農業者の営農及び農地利用状況

（ ）センサス 農家数 経営耕地面積 水稲作付面積 普通畑 ぶどう その他 不作付け 耕作放棄含

３４ ５４８５ａ ２３０３ａ ３２ａ １１７５ａ １２０ａ １８５５ａ２０００

〇適用区域内及びその周辺地域（５集落）の平均経営面積

適用区域内 周辺地域（５集落）

２０００センサス 水 田 ぶ ど う 水 田 ぶ ど う

農 家 数 ３５戸 ２８戸 ７４戸 １戸

総 面 積 ３３０９ａ １１７５ａ ６０６４ａ ７０ａ

平均経営面積 ９４．５ａ ４２ａ ８１．９ａ ７０ａ

〇町内全体と適用区域内及びその周辺地域（５集落）の認定農業者数

平成１５年９月１日現在

（ ）町 全 体 適用区域内 周辺地域 ５集落

認定農業者数 １４３戸 ８戸 ６戸



〇適用区域内の認定農業者の平均経営面積

（経営改善計画）

水 田 ぶ ど う

農 家 数 ８戸 ８戸

総 面 積 １００５ａ ９７５ａ

平均経営面積 １２５．６ａ １２１．９ａ

適用区域内の認定農業者における経営面積は、適用区域内及びその周辺地域内の平均

経営面積を上回り、また、水稲及びぶどうの複合経営での営農形態である。

平均的な労働力は夫婦２人であり、また、後継者のある農家は１戸であるため、今後

規模拡大を図るのは困難である。むしろぶどうハウス等施設の導入と品種更新による労

働力分散による農家所得の増大を期待している。

さらに基幹的農業従事者における６５歳以上の割合は５５．２％であり今後も増加

することが推察されるため、遊休農地の有効活用による新規就農者の受入れについては

農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれはないと認められる。


